
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

各
府
立
学
校
長 

 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
七
年
三
月
三
日 

大
阪
府
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

谷
口 

文
夫 

 
 

 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
～
第
三
条
） 

第
二
章 

安
全
衛
生
管
理
組
織 

 
 

第
一
節 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等
（
第
四
条
～
第
八
条
） 

 
 

第
二
節 

産
業
医
及
び
健
康
指
導
医
（
第
九
条
・
第
十
条
） 

 
 

第
三
節 

安
全
衛
生
委
員
会
等
（
第
十
一
条
～
第
二
十
二
条
） 

 

第
三
章 

健
康
管
理 

 
 

第
一
節 

健
康
診
断
等
（
第
二
十
三
条
～
第
三
十
六
条
） 

 
 

第
二
節 

大
阪
府
立
学
校
職
員
健
康
審
査
会
（
第
三
十
七
条
～
第
四
十
二
条
） 

 

第
四
章 

環
境
管
理
（
第
四
十
三
条
～
第
四
十
七
条
） 

 

第
五
章 

安
全
管
理
（
第
四
十
八
条
～
第
五
十
三
条
） 

 

第
六
章 

安
全
衛
生
教
育
（
第
五
十
四
条
～
第
五
十
六
条
） 

 

第
七
章 

雑
則
（
第
五
十
七
条
～
第
六
十
一
条
） 

 

附
則 

 
 

 

第
一
章 

総
則 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
命
令
と
相
ま
っ
て
、
安
全
及
び
衛
生
の
た
め
の
責
任
体
制
を
明
確
に
し
、
並
び
に
公
務
災
害
及
び

健
康
障
害
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
快
適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促

進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
定
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 
学
校 

府
立
の
高
等
学
校
（
以
下
「
高
等
学
校
」
と
い
う
。
）
及
び
府
立
の
特
別
支
援
学
校
（
以
下
「
支
援
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。 

 

二 

課
程 

大
阪
府
立
高
等
学
校
等
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
阪
府
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
高

等
学
校
に
設
置
さ
れ
た
課
程
を
い
う
。 

 

三 

職
員 

学
校
に
常
時
勤
務
す
る
職
員
、
非
常
勤
特
別
嘱
託
員
、
非
常
勤
若
年
特
別
嘱
託
員
及
び
常
勤
講
師
を
い
う
。 

（
職
員
の
責
務
） 

第
三
条 

管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
は
、
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
規
程
並
び
に
学
校
保
健
安
全
法
及
び
法
並
び
に
こ
れ
ら
に
基

づ
く
命
令
（
以
下
「
学
校
保
健
安
全
法
等
」
と
い
う
。
）
の
趣
旨
に
従
い
、
職
員
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
快
適
な
職
場
環
境
の

形
成
を
促
進
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

職
員
は
、
公
務
災
害
及
び
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
守
る
ほ
か
、
教
育
委
員
会
そ
の
他
の
関
係
者
が
実
施
す
る
公
務
災
害
及
び

健
康
障
害
防
止
に
関
す
る
措
置
に
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
二
章 

安
全
衛
生
管
理
組
織 

 
 

 
 

第
一
節 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
等 

（
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
） 

第
四
条 

学
校
の
安
全
衛
生
管
理
業
務
を
統
括
管
理
さ
せ
る
た
め
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
教
育
次
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

（
安
全
衛
生
管
理
者
） 

第
五
条 

学
校
に
安
全
衛
生
管
理
者
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
そ
の
指
定
に
係
る
衛
生
管
理
者
又
は
衛
生
推
進
者
を
指
揮
し
、
当
該
学
校
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
業
務
を
掌
理
す

る
。 

 

一 

職
員
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

職
員
の
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

発
生
し
た
災
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 



 
五 

快
適
な
職
場
環
境
を
維
持
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 
六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
及
び
健
康
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

３ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
校
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
准
校
長
を
置
く
高
等
学
校
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
の
安
全
衛
生
管
理
者
は
准
校
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
こ

れ
に
充
て
る
。 

（
衛
生
管
理
者
） 

第
六
条 

職
員
が
五
十
人
以
上
の
学
校
に
衛
生
管
理
者
を
置
く
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
以
上
の
課
程
が
設
置
さ
れ
た
高
等
学
校
及
び
定
時
制
の
課
程
（
昼
間
に
お
い
て
の
み
授
業
を
行
う
課
程
を
除
く
。
）

を
設
置
す
る
高
等
学
校
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
に
係
る
職
員
が
五
十
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
、
当
該
課
程
に
衛
生
管
理
者
を
置
く
。 

３ 

前
項
の
衛
生
管
理
者
は
、
安
全
衛
生
管
理
者
が
所
属
職
員
の
う
ち
か
ら
指
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
指
定
す
る
職
員
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基

づ
く
命
令
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
衛
生
管
理
者
を
指
定
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
衛
生
管
理
者
等
指
定
報
告
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
総
括
安
全
衛
生
管

理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
者
の
職
務
） 

第
七
条 

衛
生
管
理
者
は
安
全
衛
生
管
理
者
の
指
揮
を
受
け
、
第
五
条
二
項
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
衛
生
に
関
す
る
技
術
的
事
項
を
管
理
す

る
。 

（
衛
生
推
進
者
） 

第
八
条 

職
員
が
五
十
人
未
満
の
学
校
（
二
以
上
の
課
程
が
設
置
さ
れ
た
高
等
学
校
及
び
定
時
制
の
課
程
（
昼
間
に
お
い
て
の
み
授
業
を
行
う
課
程
を

除
く
。
）
を
設
置
す
る
高
等
学
校
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
。
以
下
第
九
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
衛
生
推

進
者
を
置
く
。 

２ 

第
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
衛
生
推
進
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 
 

 
 

第
二
節 

産
業
医
及
び
健
康
指
導
医 

（
産
業
医
及
び
健
康
指
導
医
） 

第
九
条 

学
校
に
法
第
十
三
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
要
件
を
備
え
た
産
業
医
を
置
く
。（
た
だ
し
、
職
員
が
五
十
人
未
満
の
学
校
に
お
い
て
、
産
業
医

を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
当
分
の
間
、
健
康
指
導
医
を
置
き
、
産
業
医
に
準
じ
た
職
務
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
） 



２ 

前
項
の
産
業
医
及
び
健
康
指
導
医
（
以
下
「
産
業
医
等
」
と
い
う
。
）
は
、
安
全
衛
生
管
理
者
が
指
定
し
た
者
を
、
大
阪
府
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す

る
。 

（
産
業
医
等
の
職
務
） 

第
十
条 
産
業
医
等
は
、
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
産
業
医
に
準
じ
、
当
該
学
校
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
で
医
学
に
関
す
る
専
門
的
知
識

を
必
要
と
す
る
も
の
を
行
う
。 

 

一 

職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
係
る
業
務
の
企
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

健
康
診
断
の
実
施
及
び
そ
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

衛
生
教
育
、
保
健
指
導
及
び
健
康
相
談
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

職
場
環
境
の
評
価
及
び
作
業
管
理
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
こ
と
。 

 

五 

職
員
の
健
康
障
害
の
原
因
の
調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。 

２ 

産
業
医
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
て
勧
告
し
、
又
は
衛
生
管
理
者
若
し
く
は
衛
生
推
進
者
に
対
し

て
指
導
し
、
若
し
く
は
助
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

産
業
医
等
は
、
原
則
と
し
て
月
一
回
校
内
を
巡
視
し
、
作
業
方
法
又
は
衛
生
状
態
に
有
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
職
員

の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

第
三
節 

安
全
衛
生
委
員
会
等 

（
安
全
衛
生
委
員
会
） 

第
十
一
条 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
、
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
た
め
、
職
員
が
五
十
人
以
上
の
学
校
に
安
全
衛
生

委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

一 

職
員
の
危
険
又
は
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
基
本
と
な
る
べ
き
対
策
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

公
務
災
害
の
原
因
及
び
再
発
防
止
対
策
で
、
安
全
又
は
衛
生
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
危
険
又
は
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項 

２ 

委
員
会
は
、
調
査
審
議
し
た
事
項
の
う
ち
統
一
的
な
措
置
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
に
規
定
す
る
大
阪
府
立
学
校
安
全
衛
生

協
議
会
に
付
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



３ 

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
安
全
衛
生
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
委
員
会
の
組
織
） 

第
十
二
条 

委
員
会
の
委
員
は
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 

一 

安
全
衛
生
管
理
者 

 

二 

安
全
衛
生
管
理
者
に
準
ず
る
者
（
高
等
学
校
に
あ
っ
て
は
、
教
頭
、
事
務
部
長
又
は
事
務
長
。
支
援
学
校
に
あ
っ
て
は
、
准
校
長
、
教
頭
、
事

務
部
長
又
は
事
務
長
。
） 

 

三 

衛
生
管
理
者 

 

四 

産
業
医
等 

 

五 

職
員
の
う
ち
衛
生
に
関
し
て
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
安
全
衛
生
管
理
者
が
指
名
す
る
者 

四
人
以
内 

２ 

安
全
衛
生
管
理
者
以
外
の
委
員
の
半
数
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
過
半
数
の
支
持
を
得
た
職
員
の
代
表
で
構
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

４ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
委
員
会
を
組
織
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
安
全
衛
生
委
員
会
設
置
報
告
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
総
括
安
全
衛
生
管

理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
委
員
会
の
議
長
） 

第
十
三
条 

委
員
会
に
議
長
を
置
き
、
安
全
衛
生
管
理
者
で
あ
る
委
員
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

２ 

議
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

３ 

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

（
会
議
） 

第
十
四
条 

委
員
会
の
会
議
は
、
議
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
の
三
分
の
一
以
上
の
者
か
ら
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
こ
れ
を
召
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

（
委
任
） 

第
十
五
条 

第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

（
職
員
が
五
十
人
未
満
の
学
校
に
お
け
る
委
員
会
） 

第
十
六
条 

安
全
及
び
衛
生
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
職
員
の
意
見
を
聴
く
た
め
の
機
会
を
設
け
る
た
め
、
職
員
が
五
十
人
未
満
の
学
校
に
委
員
会



に
準
じ
た
機
関
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
第
一
項
中
「
衛
生
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
、「
衛
生
推
進
者
」
と
す
る
。 

（
大
阪
府
立
学
校
安
全
衛
生
協
議
会
） 

第
十
七
条 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
機
関
と
し
て
、
大
阪
府
立
学
校
安
全
衛
生
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。 

 

一 

職
員
の
危
機
又
は
健
康
障
害
の
防
止
及
び
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
重
要
事
項
の
う
ち
統
一
的
な
措
置
を
必
要
と
す
る
事
項 

 

二 

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
委
員
会
か
ら
付
議
さ
れ
た
事
項 

（
協
議
会
の
組
織
） 

第
十
八
条 

協
議
会
の
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す
る
者
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 

一 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者 

 

二 

教
育
総
務
企
画
課
長 

 

三 

教
職
員
人
事
課
長 

 

四 

福
利
課
長 

 

五 

安
全
衛
生
管
理
者 

二
人
（
高
等
学
校
の
代
表
一
人
及
び
支
援
学
校
の
代
表
一
人
） 

 

六 

産
業
医 

一
人 

 

 

七 

職
員
で
衛
生
に
関
し
経
験
を
有
す
る
者 
六
人
以
内 

（
協
議
会
の
議
長
） 

第
十
九
条 

協
議
会
に
議
長
を
置
き
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
で
あ
る
委
員
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。 

（
専
門
部
会
） 

第
二
十
条 

協
議
会
に
、
必
要
に
応
じ
専
門
部
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

部
会
に
属
す
る
委
員
は
、
協
議
会
の
議
長
が
指
名
す
る
。 

３ 

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
協
議
会
の
議
長
が
指
名
す
る
委
員
が
こ
れ
に
当
た
る
。 

４ 

部
会
長
は
、
部
会
の
会
務
を
掌
理
し
、
部
会
に
お
け
る
審
議
の
状
況
及
び
結
果
を
協
議
会
に
報
告
す
る
。 

（
庶
務
） 

第
二
十
一
条 

協
議
会
の
庶
務
は
、
福
利
課
に
お
い
て
行
う
。 

（
準
用
） 

第
二
十
二
条 

第
十
二
条
三
項
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
は
、
協
議
会
に
つ
い
て



準
用
す
る
。 

 
 

 

第
三
章 

健
康
管
理 

 
 

 
 

第
一
節 

健
康
診
断
等 

（
健
康
診
断
の
種
類
等
） 

第
二
十
三
条 
健
康
診
断
の
種
類
及
び
そ
の
対
象
職
員
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
健
康
診
断
の
実
施
） 

第
二
十
四
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
健
康
診
断
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
健
康
診
断
の
受
診
義
務
） 

第
二
十
五
条 

職
員
は
、
所
定
の
健
康
診
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
未
受
診
者
の
措
置
） 

第
二
十
六
条 

職
員
は
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
由
が
消

失
し
た
後
、
速
や
か
に
、
医
師
に
よ
る
当
該
健
康
診
断
に
相
当
す
る
診
断
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
を
安
全
衛
生
管
理
者
を
経
由
し
て

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
健
康
診
断
結
果
の
記
録
の
保
存
等
） 

第
二
十
七
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
健
康
診
断
又
は
前
条
に
規
定
す
る
診
断
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果
に
基
づ
き
、
健

康
診
断
個
人
票
を
作
成
し
て
、
こ
れ
を
当
該
職
員
の
在
職
中
及
び
退
職
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
当
該
健
康
診
断
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
健
康
診
断
を
受
け
た
職
員
に
対
し
、
当
該
健
康
診
断
の
終
了
後
、
直
ち
に
健
康
診
断
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

（
健
康
診
断
の
結
果
に
よ
る
措
置
） 

第
二
十
八
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
健
康
診
断
の
結
果
、
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
場
環
境
の
測
定
、
施

設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
場
環
境
の
測
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
指
導
区
分
の
決
定
等
） 

第
二
十
九
条 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
健
康
診
断
の
結
果
、
産
業
医
等
そ
の
他
の
医
師
に
よ
り
異
常
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
職
員
に
つ
い
て
、
当



該
健
康
診
断
等
の
結
果
を
証
明
す
る
資
料
及
び
そ
の
職
員
の
職
務
内
容
、
勤
務
の
強
度
等
に
関
す
る
資
料
を
第
三
十
七
条
に
規
定
す
る
大
阪
府
立
学

校
職
員
健
康
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
提
示
し
、
別
表
第
一
に
定
め
る
健
康
管
理
指
導
区
分
（
以
下
「
指
導
区
分
」
と
い
う
。
）
の

決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
職
員
の
医
療
に
当
た
っ
た
医
師
が
指
導
区
分
の
変
更
に
つ
い
て
意
見
を
申
し
出
た
場
合
そ
の
他
必
要

と
認
め
る
場
合
に
は
、
所
要
の
資
料
を
審
査
会
に
提
示
し
、
当
該
職
員
に
係
る
指
導
区
分
の
変
更
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

審
査
会
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
か
ら
提
示
さ
れ
た
資
料
に
よ
っ
て
は
指
導
区
分
を
決
定
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
総

括
安
全
衛
生
管
理
者
に
対
し
、
当
該
職
員
に
係
る
健
康
診
断
等
の
結
果
を
証
明
す
る
資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

総
括
安
全
管
理
者
は
、
前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
衛
生
管
理
者
か
ら
病
者
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
そ
の
他
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
導
区
分
の
決
定
又
は
変
更
を
受
け
た
と
き
は
、
安
全
衛
生
管
理
者
に
所
属
職

員
の
指
導
区
分
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
指
導
区
分
通
知
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
直
ち
に
当
該
職
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
指
導
区
分
に
よ
る
措
置
） 

第
三
十
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
導
区
分
の
決
定
又
は
変
更
を
受
け
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
指
導
区
分
に
応
じ
、
別
表

第
一
の
措
置
基
準
に
従
い
、
必
要
に
応
じ
て
産
業
医
等
の
同
席
の
下
に
あ
ら
か
じ
め
当
該
職
員
の
意
見
を
聴
取
し
た
上
で
、
適
切
な
措
置
を
執
る
も

の
と
す
る
。 

（
病
者
の
報
告
等
） 

第
三
十
一
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
が
、
療
養
に
専
念
し
な
い
た
め
に
就
業
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
病
者
報
告
書
（
様
式
第
四
号
）
に
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
疾
病
等

に
よ
り
三
十
日
以
上
休
業
又
は
休
職
し
て
い
た
職
員
が
復
業
又
は
復
職
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

一 

病
毒
伝
ぱ
の
お
そ
れ
の
あ
る
伝
染
性
の
疾
病
に
か
か
っ
た
職
員 

 

二 

精
神
障
害
の
た
め
、
勤
務
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
病
勢
が
著
し
く
増
悪
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
職
員 

 

三 

心
臓
、
腎
臓
、
肺
等
の
疾
病
で
勤
務
の
た
め
病
勢
が
著
し
く
増
悪
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
に
か
か
っ
た
職
員 

２ 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
報
告
に
係
る
資
料
を
審
査
会
に
提
示
し
、
就
業
の
禁
止
、
指
導
区
分
そ
の
他



の
必
要
な
判
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
審
査
会
に
お
け
る
前
項
の
判
定
に
関
し
て
は
、
第
二
十
九
条
第
二
項
か
ら
六
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
病
者
の
就
業
禁
止
） 

第
三
十
二
条 

教
育
委
員
会
は
、
前
条
第
二
項
の
判
定
に
基
づ
き
そ
の
必
要
を
認
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
就
業
の
禁
止
を
命
ず
る
。 

（
結
核
管
理
に
関
す
る
特
例
） 

第
三
十
三
条 

結
核
患
者
及
び
結
核
発
病
の
お
そ
れ
の
あ
る
職
員
に
対
す
る
指
導
区
分
の
決
定
及
び
変
更
並
び
に
就
業
の
禁
止
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
保
健
指
導
） 

第
三
十
四
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
現
に
健
康
を
害
し
、
又
は
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
職
員
に
対
し
、
随
時
、
産
業
医
等
に
よ
る
保
健
指
導
を
実
施

す
る
も
の
と
す
る
。 

（
健
康
相
談
） 

第
三
十
五
条 

産
業
医
等
そ
の
他
教
育
委
員
会
が
命
じ
る
職
員
は
、
随
時
、
職
員
の
健
康
相
談
に
応
じ
る
も
の
と
す
る
。 

（
健
康
増
進
の
た
め
の
措
置
） 

第
三
十
六
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
の
健
康
の
保
持
増
進
を
図
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

職
員
は
、
前
項
の
施
策
に
参
加
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 
 

第
二
節 

大
阪
府
立
学
校
職
員
健
康
審
査
会 

（
審
査
会
） 

第
三
十
七
条 

職
員
の
健
康
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
審
査
会
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
審
査
さ
せ
る
。 

 

一 

第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
指
導
区
分
の
決
定
又
は
変
更 

 

二 

第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
就
業
の
禁
止
そ
の
他
の
必
要
な
判
定 

２ 

審
査
会
は
、
前
項
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
を
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
審
査
会
の
組
織
等
） 

第
三
十
八
条 

削
除 

 
 

 
 

（
審
査
会
の
議
長
） 

第
三
十
九
条 

削
除 



（
会
議
） 

第
四
十
条 

削
除 

（
庶
務
） 

第
四
十
一
条 

削
除 

（
準
用
） 

第
四
十
二
条 

削
除 

 
 

 

第
四
章 

環
境
管
理 

（
職
場
環
境
の
法
令
の
遵
守
） 

第
四
十
三
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
場
環
境
を
学
校
保
健
安
全
法
等
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
有
害
性
の
調
査
等
） 

第
四
十
四
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
で
、
職
員
の
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
こ
れ
ら
の
物
の
有
害
性
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
措
置
を

講
ず
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
物
に
よ
る
職
員
の
健
康
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
場
環
境
の
測
定
等
） 

第
四
十
五
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
衛
生
管
理
者
、
衛
生
推
進
者
等
に
別
表
第
二
の
測
定
を
行
う
べ
き
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
室
等
に
つ
い
て
、

同
表
の
測
定
項
目
の
欄
に
掲
げ
る
測
定
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
測
定
の
結
果
を
、
別
表
第
二
の
記
録
事
項
の
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
記
録
し
、
同
表
の
記
録
保
存
年
数
の
欄

に
掲
げ
る
期
間
、
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
そ
の
写
し
を
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
学
校
に
お
い
て
職
場
環
境
測
定
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
又
は
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
総
括
安
全
衛

生
管
理
者
と
協
議
の
上
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
当
該
職
場
健
康
診
断
の
実
施
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
測
定
の
結
果
に
よ
る
措
置
） 

第
四
十
六
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
の
結
果
、
職
員
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備
、
健
康
診
断
の
実
施
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
の



実
施
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
清
掃
等
の
実
施
） 

第
四
十
七
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
場
の
大
清
掃
を
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
学
校
に
お
い
て
、
ね
ず
み
、
こ
ん
虫
等
の
防
除
を
六
月
以
内
ご
と
に
一
回
、
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
五
章 
安
全
管
理 

（
安
全
に
関
す
る
法
令
の
遵
守
） 

第
四
十
八
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
学
校
保
健
安
全
法
に
よ
り
、
職
員
の
危
険
を
防
止
し
、
安
全
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
機
械
等
の
設
置
又
は
使
用
の
制
限
） 

第
四
十
九
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
法
第
三
十
七
条
又
は
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
機
械
等
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
監
督
機
関
の
検
査
を
受
け
た

も
の
そ
の
他
法
に
定
め
る
要
件
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
設
置
し
、
又
は
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
機
械
等
の
定
期
自
主
検
査
） 

第
五
十
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
法
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
機
械
等
に
つ
い
て
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
定
期
に
検
査
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
三
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
就
業
制
限
） 

第
五
十
一
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
法
及
び
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な

け
れ
ば
、
当
該
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
業
務
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
職
員
は
、
当
該
業
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
係
る
免
許
証
そ
の
他
そ
の
資
格
を
証

す
る
書
面
を
携
帯
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
危
険
時
の
措
置
） 

第
五
十
二
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
災
害
発
生
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
作
業
を
中
止
し
、
職
員
を
作
業
場
所
か
ら
退
避
さ
せ
る

等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
事
故
時
の
措
置
等
） 

第
五
十
三
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
公
務
上
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

公
務
上
の
事
故
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
応
急
措
置 

 

二 

公
務
上
の
事
故
の
原
因
の
調
査 



 
三 

公
務
上
の
事
故
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策 

２ 
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
前
項
の
公
務
上
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
事
故
報
告
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
に
そ
の

旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

第
六
章 

安
全
衛
生
教
育 

（
採
用
時
の
教
育
） 

第
五
十
四
条 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
が
採
用
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
、
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
随
時
、
職
員
に
対
し
、
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
教
育
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
職
場
教
育
） 

第
五
十
五
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
採
用
さ
れ
た
職
員
が
配
属
さ
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
当
該
職
員
が
従
事
す
る
業

務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

機
械
、
原
材
料
等
の
危
険
性
又
は
有
毒
性
及
び
こ
れ
ら
の
取
扱
い
方
法
に
関
す
る
こ
と 

 

二 

安
全
装
置
、
有
害
物
抑
制
装
置
又
は
保
護
具
の
性
能
及
び
こ
れ
ら
の
取
扱
い
方
法
に
関
す
る
こ
と 

 

三 

作
業
手
順
に
関
す
る
こ
と 

 

四 

作
業
開
始
時
の
点
検
に
関
す
る
こ
と 

 

五 

業
務
に
関
し
て
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
疾
病
の
原
因
及
び
予
防
に
関
す
る
こ
と 

 

六 

整
理
、
整
頓
及
び
清
潔
の
保
持
に
関
す
る
こ
と 

 

七 

事
故
時
等
に
お
け
る
応
急
措
置
及
び
退
避
に
関
す
る
こ
と 

 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
に
必
要
な
事
項 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
職
員
が
異
動
に
よ
り
配
属
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
作
業
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
を
法
第
五
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
危
険
又
は
有
害
な
業
務
に
就
か
せ
る
と
き
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
業
務
に
関
す
る
安
全
又
は
衛
生
の
た
め
の
特
別
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
衛
生
管
理
者
等
の
教
育
） 

第
五
十
六
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
衛
生
管
理
者
及
び
衛
生
推
進
者
に
対
し
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
衛
生
の
た
め
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 



 
 

 

第
七
章 

雑
則 

（
秘
密
の
保
持
） 

第
五
十
七
条 

こ
の
規
程
の
実
施
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
は
、
そ
の
実
施
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
事
務

に
従
事
し
な
く
な
っ
た
後
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。 

（
身
体
に
障
害
の
あ
る
職
員
に
対
す
る
配
慮
） 

第
五
十
八
条 

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
は
、
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
て
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
職
員
の
利
便
を
図
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い 

（
記
録
の
転
送
） 

第
五
十
九
条 

安
全
衛
生
管
理
者
は
、
職
員
が
異
動
に
よ
り
転
出
し
た
場
合
は
、
健
康
診
断
個
人
票
そ
の
他
健
康
管
理
に
関
す
る
資
料
を
転
出
先
の
安

全
衛
生
管
理
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
労
働
基
準
監
督
機
関
へ
の
報
告
） 

第
六
十
条 

校
長
は
、
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
機
関
へ
報
告
す
べ
き
事
項
を
、
所
轄
の
労
働
基
準
監
督
機
関
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
実
施
細
目
） 

第
六
十
一
条 

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。 

  
 

 

附
則 

 

こ
の
規
程
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
別
に
定
め
る
日
か
ら
実
施
す
る
。 

 
 

 

改
正
文
（
平
成
十
年
九
月
三
十
日
教
育
長
訓
保
第
五
七
六
号
） 

 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
年
十
月
一
日
か
ら 

実
施
す
る
。 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

 

附
則 

（
経
過
措
置
） 

１ 

改
正
後
の
大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
第
九
条
第
二
項
の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
程
の
実
施
の
際
現
に
、
学
校
医
の
う
ち
、 

大
阪
府
教
育
委
員
会
が
職
員
の
健
康
管
理
に
関
わ
る
職
務
を
含
め
て
委
嘱
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
職
員
が
五
十
人
以
上
の
学
校
に
お
い
て
は
産



業
医
を
、
五
十
人
未
満
の
学
校
に
お
い
て
は
健
康
指
導
医
を
そ
れ
ぞ
れ
委
嘱
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
指
導
医
を
委
嘱
さ
れ
た
者
が
、
法
第
十
三
条
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
要
件
を
備
え
た
場
合
は
、
産
業
医
を
委
嘱
さ
れ
た

も
の
と
み
な
す
。 

 
 

 

改
正
文
（
平
成
十
一
年
三
月
三
十
一
日
教
育
長
訓
保
第
一
〇
三
〇
号
） 

 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か 

ら
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

 

改
正
文
（
平
成
十
二
年
四
月
十
三
日
教
育
長
訓
保
第
三
九
七
号
） 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
二
年
四
月
十
三
日 

か
ら
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

改
正
文
（
平
成
二
十
年
四
月
二
十
四
日
教
委
訓
保
第
一
一
五
二
号
） 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
五
月
一
日
か

ら
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

改
正
文
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
教
委
訓
保
第
一
七
〇
九
号
） 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

改
正
文
（
平
成
二
十
四
年
三
月
九
日
教
委
訓
保
第
二
七
〇
五
号
） 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

か
ら
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

改
正
文
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
教
委
訓
福
第
一
二
一
八
号
） 

大
阪
府
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
（
平
成
七
年
教
育
長
訓
保
第
一
〇
五
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

    



別
表
第
一
（
第
二
十
九
条
・
第
三
十
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

別
表
第
二
（
第
四
十
五
条
関
係
） 

 

 
 

 

                       

医療の面  生活規制の面  
区
分 

健
康
管
理
指
導
区
分 

３  ２  １  D C B A 

医
師
に
よ
る

直
接
又
は
間

接
の
医
療
行

為
を
必
要
と

し
な
い
も
の 

定
期
的
に
医

師
の
観
察
指

導
を
必
要
と

す
る
も
の 

医
師
に
よ
る

直
接
の
医
療

行
為
を
必
要

と
す
る
も
の 

平
常
の
勤
務

で
よ
い
も
の 

勤
務
を
ほ
ぼ

平
常
に
行
っ

て
よ
い
も
の 

勤
務
を
軽
減

す
る
必
要
の

あ
る
も
の 

休
養
の
必
要

の
あ
る
も
の 

内
容 

な
し 

経
過
観
察
を
す
る
た
め
の
検
査
及
び
発
病
・
再
発
防
止
の
た
め
必

要
な
指
導
等
を
行
う 

適
切
な
治
療
を
受
け
さ
せ
る
。 

な
し 

深
夜
勤
務
、
時
間
外
勤
務
及
び
出
張
を
制
限
す
る 

職
務
の
変
更
、
勤
務
場
所
の
変
更
、
勤
務
時
間
の
短
縮
等
の
方
法

に
よ
り
勤
務
を
軽
減
し
、
か
つ
深
夜
勤
務
（
午
後
十
時
か
ら
翌
日

の
午
前
五
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
、

時
間
外
勤
務
（
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
お
け

る
勤
務
で
、
深
夜
勤
務
以
外
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
及
び
出
張
を
原
則
と
し
て
禁
止
す
る
。 

欠
勤
、
休
職
等
の
方
法
に
よ
り
、
療
養
の
た
め
必
要
な
期
間
勤
務

さ
せ
な
い
。 

措 
 

 
 

置 

上
欄
に
掲
げ

る
事
務
室
の

う
ち
で
中
央

管
理
方
式
の

空
気
調
和
設

備
を
設
け
て

い
る
も
の 

職
員
を
常
時

就
業
さ
せ
る

事
務
室 

測
定
を
行
う

べ
き
場
所 

温
度
、
相
対
湿
度
、

炭
酸
ガ
ス
、
一
酸
化

炭
素
、
気
流
、
浮
遊

粉
じ
ん
量
、
照
度
及

び
外
気
温 

温
度
、
炭
酸
ガ
ス
、

一
酸
化
炭
素
、
照
度

及
び
外
気
温 

測 

定 

項 

目 

測
定
日
時
、
測
定
方
法
、

測
定
箇
所
、
測
定
条
件
、

測
定
結
果
、
測
定
者
及
び

実
施
措
置 

測
定
日
時
、
測
定
方
法
、

測
定
箇
所
、
測
定
条
件
、

測
定
結
果
、
測
定
者
及
び

実
施
措
置
（
測
定
結
果
に

基
づ
い
て
講
じ
た
改
善
措

置
の
概
要
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。） 

記 

録 

事 

項 

三 

年 

三 

年 

記
録
保
存
年
数 



様式第１号（第６条関係）  

 

衛生管理者等指定報告書  

 

学校名 大阪府立         学校      課程  

 

職員数  

 

 

衛生管理者等職氏名等  

職 名  氏  名  
資格の種類等（保健体育科教諭、

養護教諭、資格試験合格者等  

   

 

 

平成  年   月   日  

 

     安全衛生管理者氏名                 印  

 

 

総括安全衛生管理者 様  

 

 

（注）・衛生管理者の職名の欄には、衛生管理者、衛生推進者のいずれかを記

入してください。  

   ・「資格の種類等」の欄は、衛生推進者については、記入の必要はありま

せん  

 

男  女  計  

  人  人  人  



様式第２号（第１２条関係）  

安全衛生委員会設置報告書  

 

学校名 大阪府立         学校      課程  

 

職員数  

 

設置年月日   平成  年   月   日  

委員職氏名  

区 分  職 名  氏  名  

安全衛生管理者
に準ずる者  

  

同 上  
  

衛生管理者  
又は衛生推進者  

  

産業医  

又は健康指導医  

  

衛生に関して  

経験を有する者  

  

同 上  
  

同 上  
  

同 上  
  

 

平成  年   月   日  

 

     安全衛生管理者氏名                 印  

総括安全衛生管理者 様  

男  女  計  

  人  人  人  



様式第３号（第２９条関係）  

指  導  区  分  通  知  書  

 

職 名          氏  名              様  

 

大阪府立学校職員安全衛生管理規程第２９条により、次のとおり指導区分が  

決定・変更されたので通知します。  

 

決  定・変  更  事項  

 

区  分  病 名  

 

      生活規制の面  

  

      医   療  の  面  

 

期  間  平成   年  月   日から  

 

      平成   年  月   日まで  

 

具体的指示事項  

 

 

平成  年   月   日  

 

     安全衛生管理者氏名                 印  

判定基準  

 生活規制の面   医  療  の  面  

区分  判   定  区分  判   定  

A 
休養の必要のあるもの  

１  
医師による直接の医療行為を必要

とするもの  

B 
勤務を軽減する必要のある

もの  
２  

定期的に医師の観察指導を必要と

するもの  

C 
勤務をほぼ平常に行ってよ

いもの  
３  

医師による直接又は間接の医療行

為を必要としないもの  

D 平常の勤務でよいもの   



様式第４号（第２９条及び第３１条関係）  

病 者 報 告 書  

職  名         氏
ふ り

 名
が な

                 年齢  

職務内容  

 

 

 

当該者の現在の健康状態  

 

 

 

 

 

報告を必要とした理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

産業医等の意見等  

 

 

 

 

 

平成  年   月   日  

 

     安全衛生管理者氏名                 印  

 

総括安全衛生管理者 様  

 

（注）報告書には、医師の診断書又は健康診断結果等を添付すること。  



様式第５号（第５３条関係）  

災 害 報 告 書  

学校名   大阪府立              学校        課程  

安全衛生管理者氏名  

被災者氏名
ふりがな

               年   月   日生（   歳）男・女   

事故発生日時    平成   年   月   日   午前・午後   時   分頃  

傷病名  

傷病の部位及び程度  

被災者の通常の業務内容  

休業（見込）日数または死亡日時  

事故の概要（発生場所、被害状況等）  

 

 

 

 

事故原因（直接原因）  

 

 

事故原因（間接原因）  

 

 

今後の事故防止対策  

 

 

 

 
上記のとおりであることを報告します。  
 

平成  年   月   日  

 

     安全衛生管理者氏名                 印  

 

総括安全衛生管理者 様  


